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【UQ コミュニケーションズ株式会社】 

データ量通知サービス利用規約 

【現行】 【改正】 

（略） 

 

1.本サービスは、お客様が WiMAX2+サービス（当社又は他の電気通信事業者が提

供する電気通信サービスであって、当社が別に定めるものとします。以下同

じとします。）を利用して送受信したデータ量（当社が別に定める通信方式に

係るものを除きます。）を当社の機器により集計し、前日を起算日として過去

3 日間に 10 ギガバイトを超えて利用されたことを当社が確認できた場合に、

その旨をメール（以下「通知メール」といいます。）でお知らせするサービス

です。 

 

2.利用契約（当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。以下

同じとします。）を締結しようとするお客様は、本サービスの対象となる

WiMAX2+サービスを特定するために必要な情報及び通知メールの配信先とな

るメールアドレスを指定して申し込んでいただきます。 

 

 

（略） 

 

10.利用契約は、本サービスの対象として指定された WiMAX2+サービスに係る契

約が終了した場合、自動的に終了するものとします。 

 

（略） 

 

1.本サービスは、お客様が WiMAX+5G サービス及び WiMAX2+サービス（当社又は

他の電気通信事業者が提供する電気通信サービスであって、当社が別に定め

るものとします。以下同じとします。）を利用して送受信したデータ量（当社

が別に定める通信方式に係るものを除きます。）を当社の機器により集計し、

前日を起算日として過去3日間にWiMAX+5Gサービスは15ギガバイト、WiMAX2+

サービスは 10 ギガバイトを超えて利用されたことを当社が確認できた場合

に、その旨をメール（以下「通知メール」といいます。）でお知らせするサー

ビスです。 

2.利用契約（当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。以下

同じとします。）を締結しようとするお客様は、本サービスの対象となる

WiMAX+5G サービス及び WiMAX2+サービスを特定するために必要な情報及び通

知メールの配信先となるメールアドレスを指定して申し込んでいただきま

す。 

 

（略） 

 

10.利用契約は、本サービスの対象として指定された WiMAX+5G サービス及び

WiMAX2+サービスに係る契約が終了した場合、自動的に終了するものとしま

す。 

 

（略） 

 

附則 この改正規定は、2020 年 4月 8日から実施します。 

 

 


